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第 119 回 金融商品専門委員会議事概要 

 

I. 日 時  平成 29 年 8月 4日（金） 9時 30 分～11 時 30 分 

II. 場 所  財務会計基準機構 会議室 

III. 議 題 

 IASB 情報要請「適用後レビュー － IFRS 第 13 号『公正価値測定』」へのコメントの検討 

 IFRS 第 9 号「金融商品」（2014 年）に関する IFRS のエンドースメント手続 

 

IV. 議事概要 

 IASB 情報要請「適用後レビュー － IFRS 第 13 号『公正価値測定』」へのコメントの検討 

板橋ディレクターより、IASB 情報要請への対応のため当委員会事務局が実施したアウトリー

チの結果等について説明が行われ、審議が行われた。 

 

 IFRS 第 9 号「金融商品」（2014 年）に関する IFRS のエンドースメント手続 

(1) IFRS 第 9 号（2014 年）についてのエンドースメント手続に関する検討の進め方 

板橋ディレクターより、2014 年に改正された IFRS 第 9 号のエンドースメント手続について

金融商品専門委員会における検討の進め方の説明が行われ、審議が行われた。 

 

(2) 欧州におけるエンドースメントの状況の確認 

 板橋ディレクターより、2014 年の改正を含む IFRS 第 9 号全体に関する欧州におけるエンド

ースメントの状況についての説明が行われ、審議が行われた。 

 

(3) 減損に関連するバーゼル銀行監督委員会が公表している文書の確認 

 板橋ディレクターより、IFRS 第 9 号（2014 年）の減損に関連してバーゼル銀行監督委員会が

公表している文書についての説明が行われ、審議が行われた。 

 

(4) IFRS 第 9 号（2014 年）開発過程における我が国の関係者からの意見発信のフォロー・ア

ップ 

 橋本専門研究員より、IFRS 第 9 号（2014 年）の開発過程における我が国の関係者から発信し

た意見の概要及びその後の IASB による審議の状況、最終的な基準における当該意見の反映の

状況について説明が行われ、審議が行われた。 

 

(5) IFRS 第 9 号（2014 年）の全体的な評価、及び、「削除又は修正」の要否を検討すべき事項

の抽出 

 谷専門研究員より、IFRS 第 9 号（2014 年）の全体的な評価、及び「削除又は修正」の要否

を検討すべき事項の抽出に関して説明が行われ、審議が行われた。 

 

以 上 


